
各務原市新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する介護人材就職

促進事業給付金交付要綱

（令和３年９月３０日決裁）

（趣旨）

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属

のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、

人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症を

いう。以下同じ。）の影響により離職した者の早期の再就職を祝うとともに、介護

サービス事業所（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４０条、第５２条及び

第１１５条の４５に規定するサービスを提供する事業所をいう。以下同じ。）の人

材不足を改善することで市民への安定的な介護サービスの提供を確保することを目

的として、当該再就職をした者に対し、祝い金及び定着一時金（以下「給付金」と

いう。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（交付対象者）

第２条 祝い金の交付の対象となる者は、新型コロナウイルス感染症の影響による離

職者（自己都合の退職、会社都合の退職等にかかわらず、令和２年１月１日以後に

新型コロナウイルス感染症による理由で退職し、又は廃業した者をいう。以下同じ。）

で次の各号のいずれにも該当するものとする。

（１）令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までの間に、期限を定めない雇用

契約の介護職員（主たる業務として直接介護に従事する職員をいう。以下同じ。）

又は所定の勤務時間の上限で働く介護職員として新たに市内の介護サービス事業

所に採用された者であること。

（２）新型コロナウイルス感染症の影響による離職者となった後、前号の介護サービ

ス事業所以外の職歴があった場合は、直近の前職が短時間労働者（短時間労働者

及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号）

第２条第１項に規定する短時間労働者をいう。以下同じ。）であること。

（３）交付の申請の日において介護サービス事業所の職員として在職していること。

（４）この要綱による祝い金の交付を受けていない者であること。

２ 定着一時金の交付の対象となる者は、祝い金の交付の対象となる者で、次の各号

のいずれにも該当するものとする。

（１）交付の申請の日において６か月以上当該介護サービス事業所の職員として在職



していること。

（２）この要綱による定着一時金の交付を受けていない者であること。

（給付金の額）

第３条 祝い金の額は、１人につき１万円とし、定着一時金の額は、１人につき１０

万円とする。

（交付申請）

第４条 給付金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）が給付金の交

付を受けようとするときは、在職する介護サービス事業所の代表者（以下「代理申

請者」という。）が各務原市新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対す

る介護人材就職促進事業給付金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。

（１）新型コロナウイルス感染症の理由により退職した者にあっては、当該退職が令

和２年１月１日以後であることを確認することができる雇用保険受給資格者証の

写し又は退職証明書

（２）新型コロナウイルス感染症の理由により廃業した者にあっては、個人事業の開

業・廃業等届出書の写し又は当該廃業が令和２年１月１日以後であることを確認

することができるもの

（３）直近の前職が短時間労働者であった者にあっては、就労形態証明書（様式第２

号）又は短時間労働者であったことを確認することができるもの

（４）第２条第１項第１号に該当することを確認することができる現職の雇用契約書

等の写し

（５）交付対象者の各務原市新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する

介護人材就職促進事業給付金代理申請委任状（様式第３号）の写し

２ 前項の規定による申請は、祝い金については令和４年５月２日まで、定着一時金

については令和４年１０月３１日までに行わなければならない。

３ 祝い金の交付を受けた者について定着一時金の交付の申請をするときは、第１項

各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

 （給付金の交付）

第５条 市長は、前条の規定による給付金の交付の申請があったときは、その内容を

審査し、適当と認めたときは、速やかに交付対象者に当該給付金を交付するものと

する。 



（不交付の通知）

第６条 市長は、前条の規定による審査により、給付金の交付が適当でないと認めた

場合は、各務原市新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する介護人材

就職促進事業給付金不交付通知書（様式第４号）により代理申請者に通知するもの

とする。

（給付金の返還）

第７条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により給付金の交付を受けたと認めた

ときは、給付金の全部又は一部について、返還させることができる。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

１ この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。

２ この要綱は、令和４年１１月３０日限り、その効力を失う。ただし、第７条の規

定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。



様式第１号（第４条関係） 

各務原市新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する 
介護人材就職促進事業給付金交付申請書 

  （宛先）各務原市長  
（代理申請者） 

〒 

所在地                     

法人名                     

代表者                     

連絡先                     

e-mail                     

担当者                     

各務原市新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する介護人材就職促進事
業給付金交付要綱第４条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

申請金額 
 円

事業所名※１

(事業所番号) （                      ）

交付対象者氏名 

（生年月日） 

給付金 

種別 

退職又は廃業 

年月日

  短時間労働※２ 

退職年月日 
現職採用年月日

（       ） 

□祝い金 

□定着一時金

（  ） 

□祝い金 

□定着一時金

（ ） 

□祝い金 

□定着一時金

※１.事業所ごとに作成してください。 
※２.直近の前職が短時間労働であった場合のみ記入してください。 

【事業所確認欄】 

□ 上記の交付対象者については、同一法人又は同一グループ内での異動又は転籍でな
いことを確認しました。 



様式第２号（第４条関係）

※直近の前職が、短時間労働であった場合に添付してください。

所在地

法人名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号

記入者

記入者連絡先

生年月日

雇用主様へ

・この証明書は、各務原市新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する介護人材就職促進事業給付金

　の審査のために使用するものです。

・この証明書は、必ず直近前職の雇用主又は事業所記入担当者がご記入ください。

問合せ先：各務原市介護保険課施設指導係　℡

【交付対象者記入欄】

雇 用 形 態

        日

月        日

交付対象者氏名

パート・アルバイト（短時間労働） 　　  その他( 　　　　　　　　　　              )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号）

就 労 形 態 証 明 書

【直近の前職　就労先記入欄】　　 下記のとおり就労していたことを証明します。

　　年 月 日

※○をつけてください。

生年月日

就 労 開 始 日

名 称

その他特記事項

就労先

就労者氏名

離　職　日 年 月

※この証明書は、直近前職の就労につ
いて事業所等が証明をするものです。
記載事項は、必ず左記の事業所等にお
いてご記入ください。

※証明内容について、事業所等に問い
合わせ、訪問等により、調査すること
がありますので、ご了承ください。

職種

年

所 在 地



様式第３号（第４条関係） 

各務原市新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する 
介護人材就職促進事業給付金代理申請委任状 

 年  月  日 

（宛先）各務原市長 

（委任者） 

〒 

住 所                   

氏 名                   

連絡先                   

私は、下記の事項を確認・承諾し、（法人名                  ・

代表者名                   ）を代理申請者と定め、各務原市新

型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する介護人材就職促進事業給付金交

付要綱の規定により、祝い金・定着一時金の申請に関する権限を委任します。また、下

記の口座へ当該給付金の振込みを希望します。 

記 

１．私は、新型コロナウイルス感染症の影響により退職又は廃業し、各務原市新型コロ
ナウイルス感染症の影響による離職者に対する介護人材就職促進事業給付金（祝い
金・定着一時金）について、他の介護サービス事業所からの交付申請を行いません。 

２．当該給付金について、複数回の交付を受けた場合には、速やかに返還することを誓
約します。 

【振込先口座】 

金融機関名 
銀行 金庫 

農協 組合 

支店名 
本店 支店

出張所 営業部

口座番号（普通預金）  

口座名義人（交付対象者本人）

※カタカナ 

以上 
（注意事項） 

・この委任状は、代理申請する職員ごとに作成してください。 

・介護サービス事業所は、この委任状を法人単位で取りまとめて、様式第１号（各務原市新型コロナ

ウイルス感染症の影響による離職者に対する介護人材就職促進事業給付金交付申請書）を作成し、

各務原市に提出してください。 

・この委任状は、様式第１号とともに各務原市へ写しを提出してください。ただし、原本についても

代理申請を証するものとして、各務原市からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、介

護サービス事業所において、適切に保管してください。



様式第４号（第６条関係） 

第     号 

年    月    日 

各務原市新型コロナウイルス感染症の影響による離職者に対する 
介護人材就職促進事業給付金不交付通知書 

                                様 

                                                各務原市長 

２０２１年１２月３１日付けで申請のあった各務原市新型コロナウイルス感染症の影
響による離職者に対する介護人材就職促進事業給付金について、下記の理由により交付
しないこととしましたので通知いたします。 

理由： 


